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 全体の流れは、以下のとおりです。

１ 全体の流れ

※１申請者ご本人が直接提出
※２（ ）内は必要があれば実施
※３市職員が実施

1

（参考）点線内は自治区が
申請までに行うおおまかな流れ
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２
・防犯カメラをつけることは犯罪の抑止になります。
・何か起きた際には警察官や弁護士等が照会文書を発行し、法的
な根拠を持って映像を閲覧及び抽出等をすることができます。
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 申請書及び実績報告書の提出について

当該年度の
１月末まで

防犯カメラが設置完了した
日から起算して３０日以内

又は
当該年度の２月末日の
いずれか早い期日

※１申請者ご本人が直接提出
※２（ ）内は必要があれば実施
※３市職員が実施

１ 全体の流れ

2

交付決定後、申請
内容に変更がある
場合は提出
(35ページ参照)
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 審査結果について ※１申請者ご本人が直接提出
※２（ ）内は必要があれば実施
※３市職員が実施

提出からおおむね
２週間以内に
審査結果を送付

１ 全体の流れ
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２ 用語説明

新設 ⇒ 新品の防犯カメラを購入し、新たに設置すること

更新 ⇒ 防犯カメラが設置されている場所に、

新しく防犯カメラを付け替えること 又は

録画装置のみを取り替えること

※一部部品のみの取り替え（修理等）は対象外

既設の防犯カメラを取り外し、

当該防犯カメラを別の場所に設置すること、又は、

既存の防犯カメラを設置することをいう。

（寄附されたカメラの設置や一時的に取り外したカメラの

再設置は「移設」の定義に該当します。）

移設 ⇒

新設、更新、移設とは？

4

※新設・更新・移設いずれも、屋外に設置される防犯カメラのみが対象です。

移設の場合、移設先が屋内の場合は対象外です。



補助対象経費とは？

「設置費用のうち補助金の交付対象となる経費」

防犯カメラ本体、レコーダー、SDカード、

設置工事費、設置表示（看板） など

地域の防犯活動の一端を担う防犯カメラを
設置するために必要な経費

※維持又は管理に要する費用や地代及び占用料等については補助対象外

２ 用語説明

5

34ページ参照



【補足】令和８年度からの要綱改正点（ （１）第２条（定義）の改正 )

（１）「防犯カメラ」の定義

常時録画の文言を追加しました。

・ センサー式のカメラは補助対象外となります。

・ ソーラーカメラは24時間録画可能なタイプであれば補助対象です。

（カタログ等で確認できることを条件とします。）

（４）「新設」の定義

新品のカメラを購入し設置することを明記しました。

（５）「更新」の定義

修理等は含まないことを明記しました。

機器の一部を修理又は交換する場合は、補助の対象外となります。

（６）「移設」の定義

既存のカメラを設置することも含むことを追加しました。

寄付カメラの設置や、一時的に取り外したカメラの再設置等の費用については

移設の区分で補助の対象となります。 6

２ 用語説明



【新設・移設の場合の注意点】
・豊田市では、「自治区、その他の地域的なコミュニティ活動を行う団体が公共の

場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、規則で定めるところにより、
防犯カメラの設置及び運用に関する基準（以下「設置運用基準」という。）を定め、
市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様と
する。」と要綱にて定めています。

・初めて自治区等で防犯カメラを新設する場合は、「防犯カメラの設置及び運用に関
する基準届」と「設置運用基準」等の提出が必要です。

・移設や防犯カメラの追加に伴い、設置運用基準の内容の修正（別表の追加や図面の
修正等）が必要な場合は、「防犯カメラの設置及び運用に関する基準変更届」と、
修正した「設置運用基準」等の提出が必要です。

【更新の場合の注意点】
・土地や共架の承諾書は、前回設置時に提出された物のコピーでもかまいません。
※ただし、有効期限が記載されており期限が過ぎている場合や、土地や建物の

持ち主が変わっている場合は最新の承諾書を提出してください。 7

３ 申請時の注意点

※設置運用基準についての詳細は50ページ



①設置の検討

４ 申請までの流れ

設置場所など、防犯カメラの設置について検討します。

※屋外に設置する防犯カメラが対象です。

※あくまで参考です。

②設置の決定
個人情報やプライバシー保護といった課題もあるため、関係者の総意を得ることが
望ましいと考えます。そのため、当該団体の総会などで設置を決定し、交付申請に
は、総会議事録（写しに代表者が原本証明したもの）を添付してください。なお、
役員会などでの決定も可としますが、この場合も、役員会議事録（写しに代表者が
原本証明したもの）又は全ての役員の同意書を添付していただきます。

③借地等の所有者の承諾（許可）
防犯カメラを借地等に設置する場合は、借地等の所有者の承諾（許可）が必要です。
交付申請には、この承諾書（許可書）の写しを添付していただきます。なお、設置
後のトラブルを避けるため、撮影範囲に含まれる住民等に事業説明しておくことも
必要です。

※撮影範囲に含まれる方の同意書は、提出不要です。

8



④２者以上の業者に同じ仕様で見積りを依頼 ※原本が必要
・必ず、見積書の発行が可能な方法・業者で購入をしてください。

・見積書の宛名は申請（●●自治区 等）と同じ名前で発行を依頼してください。

・どの業者で見積りをとるかについては申請者が選定してください。

・見積書は、補助対象経費の内訳がわかるものの提出が必要です。

・やむを得ない事情があると認められる場合は１者も可。

その場合、やむを得ない事情を書面にて提出する必要があります。

・「同じ仕様」は同等品を含みます。

⑤業者の選定
同じ仕様の見積書を比較し、金額が安い方の業者を選定します。

⑥申請書の作成
交付申請書や添付書類を作成します。

⑦申請書の提出
書類は、団体代表者又は担当者が、直接、交通安全防犯課にお持ちください。

※事業者による書類の提出は不可です。

事前にFAXやメールにて、申請内容に不備がないか確認することもできます。

４ 申請までの流れ

9



申請書様式
・「新設」「更新」「移設」の申請はすべてこの様式です。

５ 交付申請書の記入例

【表面】 【裏面】

10



・「新設」の場合【表面】

５ 交付申請書の記入例

① 提出日を記入

② 申請者の

情報を記入

③ 該当項目にチェック

11



５ 交付申請書の記入例

設 置 費 用 … 今回の設置工事に係る費用の総額
補助対象経費 … 補助金の交付対象となる、

防犯カメラの設置工事費等
（維持・管理費等を除いたもの）

交付申請額 … 補助対象経費の８割（５分の４）
※千円未満切り捨て

自己負担額 … 設置費用から交付申請額を引いた金額

④ 新しく設置する

防犯カメラの台数

12

・「新設」の場合【表面】



５ 交付申請書の記入例

⑤ 防犯カメラの設置場所

（所在地や施設）を記入

⑦ 以下に、該当しなければチェック

・法律に規定された暴力団の申請である
・暴力団員が団体の役員等になっている
・団体が暴力団又は暴力団員と密接な関係を
有している

⑥ 該当項目にチェック

13

・「新設」の場合【裏面】



・「更新」又は「移設」の場合【表面】 ※記入例は「更新」

５ 交付申請書の記入例

③ 該当項目にチェック
14

② 申請者の

情報を記入

① 提出日を記入



５ 交付申請書の記入例

④ 更新又は移設する

防犯カメラの台数

15

・「更新」又は「移設」の場合【表面】 ※記入例は「更新」

設 置 費 用 … 今回の設置工事に係る費用の総額
補助対象経費 … 補助金の交付対象となる、

防犯カメラの設置工事費等
（維持・管理費等を除いたもの）

交付申請額 … 補助対象経費の５割（２分の１）
※千円未満切り捨て

自己負担額 … 設置費用から交付申請額を引いた金額



５ 交付申請書の記入例

⑤ 防犯カメラの設置場所

（所在地や施設）を記入

⑦ 以下に、該当しなければチェック

・法律に規定された暴力団の申請である
・暴力団員が団体の役員等になっている
・団体が暴力団又は暴力団員と密接な関係を
有している

⑥ 該当項目にチェック

16

・「更新」又は「移設」の場合【裏面】 ※記入例は「更新」



・「新設」と「更新(又は移設)」を同時に申請する場合【表面】

５ 交付申請書の記入例

① 提出日を記入

② 申請者の

情報を記入

③ 該当項目にチェック
17



５ 交付申請書の記入例

④ 新しく設置する

防犯カメラの台数

18

・「新設」と「更新(又は移設)」を同時に申請する場合【表面】

設 置 費 用 … 今回の設置工事に係る費用の総額
補助対象経費 … 補助金の交付対象となる、

防犯カメラの設置工事費等
（維持・管理費等を除いたもの）

交付申請額 … 補助対象経費の８割又は５割
※千円未満切り捨て

自己負担額 … 設置費用から交付申請額を引いた金額



５ 交付申請書の記入例

⑤ 防犯カメラの設置場所

（所在地や施設）を記入

⑦ 以下に、該当しなければチェック

・法律に規定された暴力団の申請である
・暴力団員が団体の役員等になっている
・団体が暴力団又は暴力団員と密接な関係を
有している

⑥ 該当項目にチェック

19

・「新設」と「更新(又は移設)」を同時に申請する場合【表面】



交付申請書の添付書類は、以下のとおりです。

６ 交付申請書の添付書類

（１）補助対象経費に係る２者以上の見積書「原本」（ただし、やむを得ない事情がある
と認められるときは、１者とすることができる。）

（２）設置する防犯カメラ及び録画装置の概要（カタログ等）

（３）防犯カメラの設置場所及び設置している旨の表示場所が確認できる図面

（４）防犯カメラを設置する場所の現況写真

（５）更新又は移設を予定している防犯カメラ及び録画装置の現況写真
（更新又は移設の場合）

（６）防犯カメラを設置することについての関係者の同意が確認できる書類

（７）設置運用基準

（８）その他市長が必要と認める書類

20

例）
土地や建物の所有者等の承諾（許可）書
電柱へ設置する場合：共架の許可証



６ 交付申請書の添付書類

・見積書は同じ仕様で２者以上の原本が必要（コピー不可。見積者の印があるもの）

※やむを得ない事情により１者見積りの場合は、その事情を書面にて提出する必要があります。

※「同じ仕様」は同等品を含みます。※同等品について、ご不明な点がある場合は事前にご相談ください。

・補助対象経費の内訳がわかる見積書を御用意ください。

※補助対象経費とは？ → ５ページへ

（１）補助対象経費に係る２者以上の見積書
（ただし、市長がやむを得ない事情があると認められるときは、１者とすることができる。）

（２） 設置する防犯カメラ及び録画装の概要（カタログ等）

・防犯カメラや録画装置のメーカーや型番、仕様がわかるもの

21



６ 交付申請書の添付書類

（３）防犯カメラの設置場所及び設置している旨の表示場所が確認できる

図面 （例）

豊田市役所
南庁舎

東庁舎
西庁舎

・地図に設置する防犯カメラや表示（看板等）
の場所を記載

・防犯カメラについては、撮影する向きが
わかるように記載

※右図の場合

・・・ 防犯カメラ

撮影方向

・・・表示（看板等）

22
※同じ住所に複数の防犯カメラを設置する場合、看板は１枚でもかまいません。



６ 交付申請書の添付書類

（４）防犯カメラを設置する場所の現況写真

（例）【新設・移設】駐輪場に設置する場合

設置予定場所：駐輪場のポール
添付資料：設置予定場所の写真

（例）Word等に写真を貼って印刷したもの

防犯カメラを設置する場所がわかるように撮影

ここに設置予定

23



６ 交付申請書の添付書類

（例）【更新】駐輪場に設置された防犯カメラを更新する場合

※防犯カメラがどこに設置されているかわかるように撮影をお願いします。

更新予定の防犯カメラ
添付資料：設置予定場所の写真

（例）Word等に写真を貼って印刷したもの

（４）防犯カメラを設置する場所の現況写真

24



６ 交付申請書の添付書類

（５）更新又は移設を予定している防犯カメラ及び録画装置の現況写真
（更新又は移設の場合）

（例）【更新】駐輪場に設置された防犯カメラを更新する場合

更新予定の防犯カメラ（拡大）

25



６ 交付申請書の添付書類

（例）【更新】駐輪場に設置された防犯

カメラを更新する場合

右図のように、一枚にして
御提出いただいても大丈夫です。

（５）更新又は移設を予定している防犯カメラ及び録画装置の現況写真
（更新又は移設の場合）

26



６ 交付申請書の添付書類

・自治区や自主防犯活動団体の総会や役員会
で決定した場合は、議事録の写し（代表者
が原本証明したもの）を添付します。

【議事録を役員の同意書に代える場合】
全ての役員が押印してください。
名前を自署した場合、押印は不要です。

（６）防犯カメラを設置することについての関係者の同意が確認できる書類

（例）役員の同意書

② 区長名及び区長印

※自署した場合は押印不要

① 自治区の意思決定に係る人の名前と押印

※自署した場合は押印不要

※豊田市ホームページに参考様式があります。

27



６ 交付申請書の添付書類

（７）設置運用基準

防犯カメラを適正に運用するためのルールとなります。

※設置運用基準について → 50ページへ

28



６ 交付申請書の添付書類

（例）承諾書
（８）その他市長が必要と認める書類

② 設置場所を記入

① 所有者が記入し、押印する

※氏名を自署した場合は押印不要

※豊田市ホームページに参考様式があります。 29

・借地等の所有者の承諾（許可）書

防犯カメラを借地等に設置する場合は、借地

等の所有者の承諾（許可）が必要です。承

諾（許可）書を取得し、その写しを添付して

ください。
なお、【更新】の場合は、前回の承諾内容に
変更（所有者の変更、許可期限の更新等）が
なければ添付は不要です。

・その他必要に応じてお願いするもの

（30～32ページ参照）



【防犯カメラ設置場所の注意点】
・公共の場所（不特定多数が自由に出入りできる場所）が映る画角で防犯カメラを

設置してください。

補助対象の例 →道路、公園等を映す場合
補助対象外の例→ゴミ捨て場や自治区の駐車場、神社等のみが映る場合

※公共の街灯への設置は強度の基準を満たさず、許可されないため、電柱への
共架又は防犯灯やポールを建柱する等、自治区等の持ち物に設置することを
おすすめします。

【占用許可について】
（例）既に占用許可を得て設置されているポールに後から防犯カメラを設置する

場合は、防犯カメラについても新たに、占用の申請をする必要がある場合
があります。

30

６ 交付申請書の添付書類

◼ 注意点



【電柱共架】
・電柱に防犯カメラを設置する場合は共架の許可証が必要です。
・共架許可が降りた電柱の電柱番号が分かる書類を添付してください。

【中電の場合の共架許可書類（令和８年２月時点の情報）】
・当課は補助金審査の際に、提出された書類に記載されている申し込み番号を

照らし合わせて確認します。

【提出書類 例】
・パターン１ 共架仮承認書（代表電柱番号の記載あり）＋共架承認書（正式な承諾書）

・パターン２ 共架承認書（正式な承諾書）＋中電から受信したメールの文面を印刷した紙
（申込番号、代表電柱番号の記載あり）

・パターン３（２本以上の電柱の共架承認が必要な場合等）
共架承認書（正式な承諾書）＋共架管理システムの画面を印刷した紙
※申込番号、共架申込をした電柱番号一覧（明細一覧 機器設備）の記載があること

・パターン４（中電が電柱を移設するのに伴い、防犯カメラも移設する場合）
中電から発行された、自治区等宛ての依頼文書

31

６ 交付申請書の添付書類



【土地・建物の許可】
・自治区等申請団体以外の土地や建物に防犯カメラを設置する場合は

必ず所有者の承諾書を添付してください。

（民家や商店街の敷地内に設置する場合も必ず承諾書が必要です）

・土地の所有者が不明な場合は法務局で調べてください。

・市の土地に設置する場合も市の担当部署へ承諾書の発行を依頼する

必要があります。

（例：市道⇒土木管理課、公園⇒公園緑地課。）

その他、所管課が不明な場合は交通安全防犯課までお問い合わせください。

32

６ 交付申請書の添付書類



６ 交付申請書の添付書類

・提出期限

添付書類の日付≦交付申請書の提出日

「当該年度の１月末まで」に提出

※添付書類の日付は、交付申請書の提出日と同じか、それより前の日になります。

33

・提出日について



７ 設置表示

◼ 防犯カメラの設置表示について

防犯カメラ設置表示についてはカメラの台数に関係なく、
一つの申請につき、５枚を限度に補助の対象となります。

※防犯対象区域内の見やすい場所に設置してください。

・防犯カメラを設置している旨及び設置者（自治区や団体）の名称

参考１：ステッカー 参考２：看板

◼ 設置表示に記載する必要があるもの

34

52ページ参照



８ 変更承認申請書の記入例

（例）交付申請から

・防犯カメラの設置場所を変える

・防犯カメラの撮影方向を変える

・設置費用が変わる

などです。

・交付決定は、申請された内容に対して行うものです。

そのため、こんなときは「変更承認申請書」の提出が必要です。

変更承認申請書が必要な場合

35



変更承認申請書
・「変更承認申請書」はこの様式です。

８ 変更承認申請書の記入例

【表面】 【裏面】

36



８ 変更承認申請書の記入例

・記入例【表面】

37

① 交付決定通知書の日付、番号を記入します。



８ 変更承認申請書の記入例

④ 変更の内容や理由を記入

※その他「追加する防犯カメラの設置
図面」や「設置場所の現況写真」や
「変更後の見積書」を添付する

② 金額について記入。

※金額の変更がない場合は空欄

③ 変更する防犯カメラの台数

※記載例は、「防犯カメラを１台追加する場合」

38

・記入例【表面】



８ 変更承認申請書の記入例

※記載例は、「防犯カメラを１台追加する場合」

⑤ 防犯カメラを設置する

場所の住所や施設を記入

⑥ 該当項目にチェック

39

・記入例【裏面】



９ 変更承認申請書の添付書類

「変更承認申請書」の添付書類について

（例）「防犯カメラを１台追加する場合」
①防犯カメラの設置場所及び設置している旨の表示場所が

確認できる図面
②防犯カメラを設置する場所の現況写真

（例） 「設置費用が変わった場合」
①変更後の見積書

・変更承認申請には、当該変更内容に係る書類の添付が必要です。

※場合によっては、その他必要な書類があります。
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９ 変更承認申請書の添付書類

注意点

・設置してからの変更は認められない場合があります。

・交付決定から設置までに変更が生じた場合は、

下記担当までお問合せください！

41

豊田市役所 交通安全防犯課 防犯担当

TEL ０５６５－３４－６６３３

FAX ０５６５－３２－３７９４

メール bouhan@city.toyota.aichi. jp



実績報告書様式
・実績報告書は、この様式です。（片面）

１０ 実績報告書の記入例

42



１０ 実績報告書の記入例

・記入例

43

① 交付決定通知書の日付、番号を記入します。

※変更決定が出ている場合は、変更決定通知書
の日付・番号を記入してください。

※変更決定の☑あります



１０ 実績報告書の記入例

② 設置が完了した日を記入

③ 事業の実績と効果を記入

44

・記入例



１ 領収書又はその写し（原本でない場合は以下の条件を満たすこと。）

ア 領収書の原本に補助金で使用した旨の情報（補助金名、交付決定通知日）を追記してあること。

イ 領収書の原本を５年間保管し、市の求めに応じて提出することに同意すること。

２ 費用を支払ったことがわかるものの写し（振込依頼票、通帳の該当箇所の写し等）

３ 設置した防犯カメラ及び録画装置、

防犯カメラを設置している旨の表示の現況写真

４ 設置した防犯カメラにより撮影された画像の一部又はその写し

５ その他市長が必要と認める書類

実績報告書の添付書類は、以下のとおりです。

１１ 実績報告書の添付書類

45



１１ 実績報告書の添付書類

（１）領収書又はその写し（宛名は申請（○○自治区 等）と同じ名前で発行を依頼してください。）

（原本でない場合は以下の条件を満たすこと）

ア 領収書の原本に補助金で使用した旨の情報（補助金名、交付決定通知日）

を追記してあること。
イ 領収書の原本を５年間保管し、市の求めに応じて提出することに同意する

こと。

「振込依頼票」や「通帳の該当箇所の写し」等です。

※支払先、支払金額が分かるものとしてください。

46

（２）その他設置費用を支払ったことが分かるものの写し



１１ 実績報告書の添付書類

（３）設置した防犯カメラ及び録画装置並びに防犯カメラを設置して

いる旨の表示の現況写真 （更新や移設の場合も必要です）

（４）設置した防犯カメラにより撮影された画像の一部又はその写し

・設置した防犯カメラや設置表示を写真に撮って提出

※設置場所や設置した物がわかるように撮影してください。

※設置表示は、記載の文字がわかるように撮影してください。

（例）防犯カメラが撮影する映像をモニター等に映して写真に撮り、

印刷したもの

（５）その他市長が必要と認める書類

・必要がある場合に限ります。
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設置完了等した日 □□年１１月１０日

１１ 実績報告書の添付資料

この日から起算して３０日以内に実績報告書を提出

（例）①

設置完了等した日 □□年 ２月１０日

２月末日までに実績報告書を提出

交付決定通知の日付≦領収書≦実績報告書の提出日

「完了等の日から起算して３０日を経過した日又は交付を決定した日が
属する年度の２月末日のいずれか早い期日まで」に提出

（例）②

48

◼ 注意点

・提出期限

・提出日について



１２ 請求書・委任状

「請求書」の記入について
② 必要事項を記入

※金額は訂正することができません
※誤って記入した場合は新しい用紙に
書き直してください。

① 自主防犯活動団体の口座等で

申請者と振込口座の名義人が
異なる場合は、記入してください。

49

委任状が必要な場合の例
・自治区名で補助金申請をしたが、自治区防災会の口座に振り込み希望の場合
・自主防犯活動団体が団体名義の口座を持っておらず、個人の口座に振り込み希望の場合
※自治区等の口座と分かれば、会計の方のお名前が含まれていても委任状は必要ありません。



１３ 設置運用基準

◼設置運用基準とは？

・防犯カメラを適正に設置及び運用するためのルールです。

・自治区や自主防犯活動団体は、公共の場所に向けて防犯カメラを

設置しようとするときは、「豊田市防犯カメラの設置及び運用に

関する条例」に基づき、設置運用基準を定めて市に提出しなけれ

ばなりません。
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１３ 設置運用基準

（１）設置目的に関すること

（２）防犯対象区域に関すること

（３）管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること

（４）画像データの保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること

（５）画像データの利用及び提供に関すること

（６）苦情対応の手続に関すること

（７）上記に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に
関する事項に関すること

※「豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する規則」から抜粋

◼基準に定めるべき事項

・基準には以下の項目を定める必要があります。
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１３ 設置運用基準

◼防犯対象区域に関すること

・防犯対象区域とは？

→ 防犯カメラの設置により、犯罪の予防をしようとする区域又は

場所のこと

※防犯カメラの設置者は、防犯対象区域内の見えやすい場所に、防犯カメラを

設置している旨及び設置者の名称を表示しなければなりません。
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１３ 設置運用基準

◼提出について

①基準届を提出したことがない場合

②過去に基準届を提出したことがある場合

・・・防犯カメラを設置しようとする日の１４日前までに基準届を

提出する。

・・・提出した運用基準を変更をしようとする日の１４日前までに

基準変更届を提出する。

（例）新たに（追加で）防犯カメラを設置する場合

保存期間を変更する場合 など

※豊田市ホームページに記入例があります。
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１３ 設置運用基準

◼「基準届」の記入について

① 提出日を記入

② 申請者の情報を記入
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１３ 設置運用基準

◼「基準届」の記入について ① 設置運用基準の名称を記入します。

② 防犯対象区域の数を記入

※防犯対象区域が「〇〇自治区」
の場合は１か所
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１３ 設置運用基準

◼「基準変更届」の記入について

① 提出日を記入

② 申請者の情報を記入
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１３ 設置運用基準

◼「基準変更届」の記入について

② 必要事項を記入

① 変更する日を記入

※防犯カメラを追加する場合は、
防犯カメラの設置予定日
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１４ お問合せ先

「豊田市防犯設備整備費補助金」につきまして、

御不明な点は、下記担当までお問合せください！

豊田市役所 交通安全防犯課 防犯担当

TEL ０５６５－３４－６６３３

FAX ０５６５－３２－３７９４

メール bouhan@city.toyota.aichi. jp
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